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1 共通
前回要是正で写真を添付した場合で、是
正が行われていない場合には写真の添
付は必要ですか。

今回検査時点の状態確認が必要ですの
で、検査の度に写真の提出が必要で
す。

福岡市

2 共通

大規模又は特殊な建築物は検査有資格
者の指定した者を補助検査員として、検
査の補助を行わせることができるとある
が、その補助検査員の資格の有無及び
検査の補助の範囲はどの程度のことを
いうのか。

あくまで、検査は有資格者が実施するも
のであるので、補助業務の範囲は、有資
格者の指示監督の下に行う補助業務に
限られる。資格については特に定めは無
いが、建築設備に精通していることが望
ましい。

その他福岡県
内

3 共通

建築設備の換気・排煙が報告対象外の
場合は非常用照明設備の報告書だけの
提出で宜しいですか。

対象となる設備のみ報告対象です。

4 換気

換気設備の風量測定範囲を明確に知り
たいです。全数の検査とは？

調理室等を除いた居室について、「一
（九）各系統の換気量」は各換気系統毎
（室内に設置している換気扇も含む）及
び各空調機毎に全系統について測定し
ます。「一（十）各室の換気量」は全室
（全給気口）の測定を行います。ただし、
いずれも、床面積の1/20以上の換気上
有効な開口部のある一般居室の換気設
備（任意設置）については測定を要しま
せん。調理室等についての「二（十二）各
系統の換気量」は全排気口にて測定を
行います。

福岡市

5 排煙

排煙設備における風量測定について、3
年で全数検査となっているが排煙機3台
の場合,来年以降は1台ずつ実施してよ
いか。

排煙機の性能としての「一（六)排煙機の
排煙風量」は「国土交通大臣が定める項
目」ではないので毎年全数の風量測定
が必要です。排煙口の性能としての「一
（十八）排煙口の排煙風量」は「国土交
通大臣が定める項目」ですので特定行
政庁が定めた年数で検査報告します。３
年に定めた場合は、「一（十八）排煙口
の排煙風量」は3年毎に1回全数検査を
行うか、毎年1/3ずつ3年で全数の検査
をすることになります。

福岡市

6 非常照明

非常用照明の測定場所は照明範囲を入
れた図面が必要ですか

別表４の測定場所、測定位置の記述の
みではわかりにくい場合は添付すること
が望ましい。

7 非常照明

非常用照明器具の作動不良について設
置総数に対して、何箇所以上又は何％
以上の不良があれば「要是正」と判断す
るのでしょうか？

判定基準を満たさない場合は、個数に関
係なく「要是正」となります。

福岡市

8 非常照明

設備の報告で、非常用照明の照度測定
とありますが、１Ixの照度を測定するに
は、夜間の測定が必要です。テナントビ
ルでは夜間の測定は管理上不可能で
す。点灯の有無、共用部のみの照度測
定調査でかえることは可能でしょうか。

全数の検査が必要です。建築基準法令
上の義務であることをご理解いただくとと
もに、あらかじめ所有者、管理者等と十
分協議を行って実施してください。

福岡市

9 非常照明

照度測定は夜間に行うのでしょうか。 夜間に行うのが原則ですが、カーテン等
で十分に外光が遮断できるのであれば
（概ね100Ｉｘ以下）、非常照明点灯時の
照度をＡ、非常照明消灯時の照度をＢと
してＡとＢの差（Ａ－Ｂ）がＢの10%以上の
場合又はＡとＢの差（Ａ－Ｂ）が10Ｉｘ以上
の場合は照度差（Ａ－Ｂ）を測定値とする
ことができます。

福岡市・北九
州市・その他
福岡県


